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人・農地プランから地域計画へ

若い農家さんを訪ねて

農地取得の要件

主な内容

相続登記の義務化
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令
和
５
年
４
月
１
日
施
行
の
改
正
農

業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
に
よ
り
、
市

町
村
は
地
域
の
目
指
す
べ
き
将
来
の
農

地
利
用
の
姿
を
明
確
化
す
る
「
地
域
計

画
」
を
、
令
和
７
年
３
月
末
日
ま
で
に

策
定
・
公
表
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
、
各
地
域
で
従
来
作
成
さ

れ
て
い
た
「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
」
が
法

定
化
さ
れ
た
も
の
で
す
。

地
域
計
画
の
策
定
に
あ
た
っ
て
は
、

地
域
で
農
業
の
将
来
の
在
り
方
、
農
業

上
の
利
用
が
行
わ
れ
る
農
用
地
等
の
区

域
な
ど
に
つ
い
て
協
議
し
た
り
、
農
地

一
筆
ご
と
に
将
来
の
耕
作
者
を
イ
メ
ー

ジ
し
た
「
目
標
地
図
」
を
作
成
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

具
体
的
に
は
現
況
を
把
握
し
た
上

で
、
守
る
べ
き
農
地
を
決
め
る
と
と
も

に
、
担
い
手
が
確
保
さ
れ
て
い
る
地
域

で
は
集
約
化
へ
の
取
り
組
み
が
必
要
と

な
り
ま
す
。
一
方
、
担
い
手
が
不
足
し

て
い
る
地
域
で
は
、
耕
作
者
が
い
な
い

農
地
の
受
け
皿
づ
く
り
の
検
討
を
進
め

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

高
齢
化
や
人
口
減
少
の
本
格
化
に
よ

り
農
業
者
の
減
少
を
は
じ
め
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
機
能
の
低
下
が
懸
念
さ
れ

る
中
、
地
域
の
農
を
守
る
取
組
を
加
速

化
す
る
こ
と
が
、
喫
緊
の
課
題
で
す
。

今
後
、
策
定
に
向
け
て
具
体
的
な
協

議
等
が
進
め
ら
れ
て
い
き
ま
す
が
、
農

業
委
員
会
で
は
地
域
計
画
の
目
標
地
図

の
素
案
を
作
成
す
る
な
ど
の
役
割
を

担
っ
て
い
き
ま
す
。

今
号
で
は
各
地
の
課
題
や
取
り
組
み

に
つ
い
て
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　　※　農林水産省の策定マニュアルを参考にして作成しています。

・目標地図の実現に
向けて、農用地利用
集積等促進計画
を定め、目標地図
に位置付けられた
者に農地の集約化
等を実施します・協議の結果を踏まえ、10年後に

目指すべき農地利用の姿を目標
地図として明確化するとともに、
地域内外の受け手候補の掘り起こし
などを実施します

・10年後の農地利用の姿を目標地
図として明確化するに当たって、農
業上の利用が行われる農用地等の
区域等について、関係者による協議
を実施します

「目標地図」の作成イメージ
○農業委員会は、農地の出し手・受け手の意向を踏まえた目標地図の素案を作成し、市に提出します。

〇ポイント　　「目標地図は、農地ごとに将来の受け手をイメージとして印すものです。これによって権利が
　　　　　　　　　設定されるものではありません。」
　　　　　　　 　「権利設定のタイミングは目標年度まで柔軟に調整できます。農地の出し手が将来耕作できな
　　　　　　　　　くなった段階で受け手が引き受けることも可能です。」

保全等を進める区域

農業上の利用が行われる区域

協議の場

現状 目標地図

地域計画の策定 農用地利用

集積等促進

「目標地図」の作成イメージ
○農業委員会は、 農地の出し手 ・受け手の意向を踏まえた目標地図の素案を作成し、 市に提出します。

　　　　　　　　　　�「目標地図は、 農地ごとに将来の受け手をイメージとして印すものです。 これによって権利が

設定されるものではありません。」

　　　　　　　　　　�「権利設定のタイミングは目標年度まで柔軟に調整できます。 農地の出し手が将来耕作でき

なくなった段階で受け手が引き受けることも可能です。」

ポイント

人・農
地
プ
ラ
ン
か
ら
地
域
計
画
へ

農業経営の意向調査について

農業委員会では目標地図の素案を作成

するために、農地の耕作者を対象に今

秋、農業経営に関する意向把握調査を

実施します。

皆様のご協力をお願いいたします。

●
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本
年
も
田
植
え
が
終
わ
り
ほ
っ
と
一
息

も
つ
か
の
間
ま
た
暑
い
夏
の
中
の
畔
草
刈

り
が
始
ま
る
。
と
い
う
訳
で
年
中
稲
作
圃

場
と
の
闘
い
に
汗
を
流
し
て
い
ま
す
。
さ

て
、
中
央
地
区
平
川
地
域
か
ら
は
三
人
の

委
員
体
制
で
地
域
内
の
農
地
の
最
適
化
推

進
活
動
に
勤
し
ん
で
い
ま
す
。
中
で
も
二

人
は
平
川
唯
一
の
農
業
法
人
の
役
員
で
認

定
農
業
者
で
も
あ
り
ま
す
。
私
も
そ
の
内

の
一
人
で
農
作
業
の
た
め
早
朝
よ
り
田
圃

に
出
て
い
ま
す
。

当
法
人
「
ひ
ら
の
」
の
こ
と
を
少
し
紹

介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
他
の
法
人

と
比
べ
て
大
き
な
違
い
は
農
村
地
域
で
な

く
市
街
化
地
域
に
あ
る
こ
と
で
す
。
周
り

に
は
病
院
、
大
型
ス
ー
パ
ー
、
家
電
量
販

店
、
パ
チ
ン
コ
店
な
ど
な
ど
。
そ
し
て

近
く
に
は
小
中
高
校
も
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
大
学
の
建
物
も
偉
容
を
誇
っ
て
い
ま

す
。
そ
ん
な
中
昼
間
は
車
が
行
き
交
い
子

供
た
ち
の
登
下
校
も
微
笑
ま
し
く
映
り
ま

す
。
夕
方
に
な
る
と
ス
ー
パ
ー
と
パ
チ
ン

コ
店
の
ネ
オ
ン
が
煌
び
や
か
で
す
。
遠
く

に
は
湯
田
の
街
の
ネ
オ
ン
が
誘
っ
て
い
る

よ
う
に
も
見
え
ま
す
。
そ
の
中
で
農
作
業

を
す
る
の
も
ま
た
オ
ツ
な
も
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
環
境
面
生
活
面
で
は
何
ら

申
し
分
の
な
い
地
域
と
い
え
る
で
し
ょ

う
。当

法
人
の
耕
作
面
積
は
現
在
約
26
㏊
で

中
規
模
法
人
の
中
に
入
る
の
で
し
ょ
う

か
。
構
成
員
は
40
数
名
で
作
業
員
は
常
時

が
12
、
13
名
、
臨
時
で
10
名
程
度
で
作
業

を
し
て
い
ま
す
。
平
均
年
齢
は
ご
多
分
に

漏
れ
ず
70
を
越
え
ま
し
た
。
農
機
具
は
補

助
金
の
お
か
げ
で
全
部
揃
っ
た
と
言
え

ま
す
。
が
そ
ろ
そ
ろ
更
新
の
時
期
に
も

入
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
現
在

の
課
題
は
作
業
用
の
大
型
農
舎
が
な
い
こ

と
で
す
。
今
は
各
家
庭
の
農
舎
で
し
の
い

で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
の
課
題
を
近
い

う
ち
に
解
決
し
後
継
の
人
た
ち
に
託
し
た

い
の
が
願
い
で
す
。

当
法
人
は
今
年
が
設
立
11
年
目
に
な
り

ま
す
。
今
は
何
と
か
運
営
で
き
て
い
ま
す

が
こ
れ
か
ら
が
正
念
場
で
す
。
み
ん
な
で

力
を
合
わ
せ
立
派
な
法
人
を
目
指
し
ま

す
。
何
は
と
も
あ
れ
こ
れ
か
ら
す
ぐ
に

や
っ
て
く
る
秋
の
取
り
入
れ
が
豊
作
で
あ

る
こ
と
と
み
ん
な
が
元
気
で
作
業
が
出
来

る
事
を
祈
る
ば
か
り
で
す
。
み
ん
な
年
寄

り
で
す
か
ら
。

我
が
農
事
組
合
法
人
の
未
来

中
央
地
区
協 

山
根　

良
男

山
口
市
嘉
川
と
佐
山
地
域
の
７
集
落
を

中
心
と
し
た
１
９
３
戸
の
農
家
で
構
成
さ

れ
る
「
農
事
組
合
法
人
川
西
」
で
は
、
総

面
積
１
０
３
㏊
に
及
ぶ
ほ
場
整
備
田
で
水

稲
・
麦
１
０
７
㏊
・
大
豆
10
㏊
・
飼
料
米

等
34
㏊
・
野
菜
５
㏊
（
玉
ね
ぎ
・
キ
ャ
ベ

ツ
・
ジ
ャ
ガ
イ
モ
）
等
を
作
付
け
さ
れ
て

い
ま
す
。

法
人
代
表
の
小
林
紀
代
士
さ
ん
と
、
若

手
職
員
の
岡
本
海
斗
さ
ん
に
お
話
を
伺
い

ま
し
た
。

地
域
農
業
の
将
来
を
見
据
え
た
取
り
組
み

に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す

　

ま
ず
は
、
後
継
者
の
確
保
で
す
。
平
成

27
年
か
ら
県
立
農
業
大
学
校
の
卒
業
生
を

２
、
３
年
ご
と
に
採
用
し
て
、
現
在
４
名

の
若
者
が
働
い
て
い
ま
す
。
若
者
を
惹
き

つ
け
る
農
業
に
ス
マ
ー
ト
農
業
の
採
用
が

重
要
と
思
い
、
田
植
機
・
ト
ラ
ク
タ
ー
の

直
進
ア
シ
ス
ト
機
能
や
リ
モ
コ
ン
式
草
刈

機
を
導
入
す
る
な
ど
し
て
作
業
者
の
労
力

の
軽
減
と
安
全
に
配
慮
し
て
い
ま
す
。

農
薬
散
布
は
ド
ロ
ー
ン
防
除
に
よ

り
、
コ
ス
ト
の
低
減
と
若
い
人
に
責
任
を

持
た
せ
る
こ
と
で
技
術
能
力
の
向
上
に
つ

な
が
っ
て
い
ま
す
。

地
域
で
果
た
さ
れ
て
い
る
役
割
に
つ
い
て

お
聞
か
せ
く
だ
さ
い

　

農
道
や
水
路
の
草
刈
り
や
泥
上
げ

は
、
集
落
の
協
力
の
も
と
で
保
持
し
て
い

ま
す
。
直
売
所
を
設
置
し
て
収
穫
し
た
野

菜
の
販
売
を
行
っ
て
い
ま
す
。
中
学
生
の

職
場
体
験
や
農
高
生
の
研
修
を
受
け
入
れ

る
こ
と
で
、
将
来
世
代
に
農
業
を
知
っ
て

も
ら
う
機
会
を
設
け
て
い
ま
す
。

今
後
の
抱
負
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い

　

も
う
一
人
農
大
卒
業
生
を
採
用
す
れ
ば

計
画
人
数
の
確
保
は
出
来
ま
す
が
、
60
歳

代
の
就
業
希
望
者
が
少
な
い
の
が
課
題
で

す
。今

は
収
益
性
の
高
い
水
稲
品
種
の
選
定

や
野
菜
販
売
先
の
確
保
に
取
り
組
み
中
で

す
。
ほ
場
整
備
の
推
進
と
併
せ
た
高
収
益

作
物
の
選
択
・
販
売
戦
略
な
ど
課
題
は
多

い
で
す
。

若
手
職
員
さ
ん
に
伺
い
ま
す

こ
ち
ら
の
法
人
の
特
徴
や
将
来
の
夢
な
ど

お
聞
か
せ
く
だ
さ
い

　

年
間
を
通
じ
た
従
業
員
研
修
や
休
憩
所

の
新
設
、
退
職
金
を
は
じ
め
育
児
・
介
護

休
業
規
程
の
創
設
な
ど
福
利
厚
生
の
充
実

が
あ
り
ま
し
た
。

今
後
は
法
人
を
引
き
継
ぐ
た
め
に
何
が

必
要
か
自
問
し
な
が
ら
、
営
農
知
識
や
経

営
に
つ
い
て
学
ん
で
い
き
た
い
で
す
。

将
来
は
農
場
の
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
が
で

き
る
人
に
な
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

持
続
可
能
な
農
業
を
目
指
し
て

　
　
農
事
組
合
法
人
川
西
の
挑
戦

広
報
委
員 

神
田
一
夫
・
森
本　

一
若手職員の皆さん

ほ場からの眺め

各
地
区
か
ら
の
報
告

●
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　農業者の減少 ・ 高齢化が加速化する中、 認定農業者等の担い手だけでは

なく、 経営規模の大小にかかわらず意欲を持って就農を目指す方を地域内

外から呼びこむことも重要です。 そこで、農地の利用を促進する観点等から、

令和 5 年 4 月 1 日から農地法で規定されていた下限

面積要件が廃止されました。

　ただし、 他の許可要件は今後も満たす必要があります

ので、 ご注意ください。

廃止された要件・規定は？

今後も引き続き必要とされる要件は？

■ 下限面積要件

■ すべての農地を効率的に利用すること

■ 農作業に常時従事していること

■ 地域との調和がなされていること

・ �農地を自ら耕作する目的で取得する場合、 許可を受ける方の権利の取得後の経営面積が

30アールに達していること

申請される農地を含め、 所有または借りている農地の

すべてを効率的に耕作すること

※�機械や労働力等を適切に利用するための営農計画を

持っていること

申請者または世帯員等が農作業におおむね 150 日以上

従事すること

申請される農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと

下記の場合、 特に注意が必要です

※��農地が面的にまとまった形で利用されている地域で、

その利用を分断する場合

※��水利調整に参加しない営農が行われることにより、

他の農業者の農業水利が阻害される場合

仁保地区　藤本正和さん

農地を取得する際の面積要件が廃止されました

定年退職を迎えるにあたり、

このたび一念発起して農地（８

アール）を取得し、農作業に

励むことになりました。これ

までも近隣で農作業をしてお

り、その経験を活かして果樹

やハーブを手始めにいろいろ

挑戦してみたいです。（談）

事  例  紹  介

●
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田や畑など農地をはじめとする土地には田や畑など農地をはじめとする土地には
様々な制度があります様々な制度があります

今回は今回は土地土地のの相続相続にまつわる各制度をにまつわる各制度を
ご紹介しますご紹介します

　現在、 日本全国に長期間相続登記がされないまま放置され、 所有者が不明となってしまった土

地がたくさんあります。 このような土地が増えると、 相続した不動産をすぐに売却できない、 公共

事業が進まないなど、 くらしやまちづくりに影響が出てくることから、 不動産登記法の改正により

令和 6 年 4 月 1 日 （施行日） から相続登記の申請が義務化されます。

　土地利用ニーズの低下等により、 土地を相続したものの、 土地を手放したいと考える方が増加し

ています。 また、 相続を契機として、 土地を望まず取得した所有者の負担感が増しており、 管理

の不全化を招いています。そのため、令和5年4月２７日から相続等により取得した土地について、

所有者からの申請により所有権を国に移転することができる相続土地国庫帰属制度が全国の法務

局で始まりました。

○��申請ができるのは、 相続や遺贈 （相続人に対する遺贈に限られます） により土地の所有権を取

得した相続人となります。

○�制度の利用には、 審査手数料及び負担金の納付が必要です。

○�国が引き取ることができる土地について、 一定の要件があります。

○�申請先は、 土地の所在する法務局の本局 （山口市だと山口地方法務局） です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�相続土地国庫帰属制度のご案内はこちら

○��相続又は遺贈 （相続人に対する遺贈に限られます） （令和6年4月 1日より前に発生したもの

も含む） によって不動産を取得した相続人又は受贈者は、 その所有権を取得したことを知った

日から3年以内 （施行日前の相続等は施行日から3年以内） に相続登記の申請をしなければ

ならなくなります。

○��正当な理由がないのに義務に違反した場合、 10万円以下の過料が科されることがあります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�概要 ・ポイントは、 法務省のHPをご確認ください。

相続登記の義務化がはじまります相続登記の義務化がはじまります

相続土地国庫帰属制度が創設されました相続土地国庫帰属制度が創設されました

詳しくは、 法務省のHP等をご確認ください。

●

山口市農業委員会だより
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農
業
委
員
会
事
務
局
か
ら
の
お
知
ら
せ

農
業
委
員
会
事
務
局
か
ら
の
お
知
ら
せ

■
農
地
の
転
用
と
は

　

田
や
畑
、
果
樹
園
な
ど
の
農
地
を
、
住
宅
や
工
場
等
の

建
物
、
資
材
置
場
、
駐
車
場
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
設

備
、
山
林
等
、
農
地
以
外
の
用
地
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
を

い
い
ま
す
。
ま
た
、
一
時
的
に
資
材
置
場
等
と
し
て
利
用
す

る
場
合
も
転
用
（
一
時
転
用
と
い
い
ま
す
）
に
な
り
ま
す
。

　

農
地
を
転
用
す
る
場
合
に
は
、
農
業
委
員
会
の
許
可
を

受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

農
業
振
興
地
域
の
農
用
地
区
域
内
の
農
地
は
、
区
域
か

ら
の
除
外
申
請
が
必
要
で
あ
り
、
補
助
金
交
付
や
納
税
猶

予
を
受
け
て
い
る
農
地
を
転
用
す
る
場
合
は
、
補
助
金
の

返
還
や
納
税
の
義
務
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
転

用
の
計
画
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
必
ず
事
前
に
農
業
委
員
会

事
務
局
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。※�

無
許
可
で
の
転
用
や
許
可

内
容
と
異
な
る
目
的
に
転

用
し
た
時
に
は
、
原
状
回

復
を
含
め
た
是
正
指
導
が

行
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま

す
。

　

�

ま
た
、
場
合
に
よ
っ
て
は

罰
則
が
適
用
さ
れ
る
こ
と

も
あ
り
ま
す

※�

自
己
の
農
地
を
利
用
・
保

全
す
る
た
め
に
、
農
地
に

水
路
・
農
道
等
を
整
備
し

た
り
、
２
ア
ー
ル
未
満
の

農
業
用
施
設
を
建
設
す
る

場
合
は
届
け
出
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

農
地
を
転
用
す
る
と
き

農
地
を
転
用
す
る
と
き

　相続等 （遺産分割、 包括遺贈含む） により農地を取得した場合には、 農業委員会にその旨を

届出する必要があります。 届出は農地の取得日からおおむね１０ヶ月以内に行ってください。

　なお、 この届出は農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、 権利取得の効力を

発生させたり、 保全したりするものではありません。 また、 所有権移転登記に代わるものでは

ありませんので登記は別途必要となります。

■ 相続時には農業委員会へ届出てください　　　

「相続等による農地等の権利取得届」 は山口市 HP から入手できます！

●

山口市農業委員会だより
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・川東地区協　原田好子
・阿東地区協　山根久子

瀬
戸
内
の
温
暖
な
山
口
市
秋
穂
で
品
質

重
視
１
０
０
％
の
純
粋
蜂
蜜
に
こ
だ
わ
り

な
が
ら
、
先
代
か
ら
養
蜂
を
受
け
継
い
で
い

ら
っ
し
ゃ
る
方
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

女
性
な
が
ら
養
蜂
を
営
む
こ
と
に
は
、

た
め
ら
い
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
受
け
継

ぐ
か
ら
に
は
、
秋
穂
の
豊
か
な
自
然
の
中

で
、
花
か
ら
花
へ
と
と
び
か
う
、
み
つ
ば
ち

か
ら
は
き
っ
と
、
お
い
し
い
蜂
蜜
が
と
れ
る

の
で
は
な
い
か
と
、
日
々
努
力
を
重
ね
て
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

更
に
、
地
元
農
産
物
の
規
格
外
野
菜
を

使
っ
て
の
ハ
ニ
ー
ベ
ジ
タ
ブ
ル
ジ
ャ
ム
は
出

来
な
い
も
の
か
と
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
開

発
に
取
り
組
ん
で
こ
ら
れ
た
久
保
紀
子
さ

ん
。地

元
秋
穂
な
ら
で
は
の
〝
秋
穂
ト
マ

ト
〟
、
秋
穂
二
島
の
〝
フ
ル
ー
ツ
ニ
ン
ジ

ン
〟
、
阿
知
須
の
〝
く
り
ま
さ
る
カ
ボ

チ
ャ
〟
と
、
南
部
地
域
を
中
心
と
す
る
農
産

物
を
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
配
慮
し
た
ベ
ジ
タ
ブ
ル

ジ
ャ
ム
と
し
て
開
発
さ
れ
、
大
変
好
評
を
頂

い
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。

私
達
の
健
康
的
な
食
生
活
を
支
え
た
い

と
の
気
持
ち
で
、
小
学
校
の
食
育
授
業
開

催
や
学
校
給
食
へ
蜂
蜜
を
提
供
さ
れ
る
な

ど
、
み
つ
ば
ち
が
い
か
に
健
康
的
な
食
生
活

に
一
役
買
っ
て
い
る
か
、
花
粉
交
配
に
よ
り

植
物
が
豊
か
に
身
を
結
び
、
ふ
る
さ
と
の

生
態
系
維
持
に
貢
献
し
て
い
る
こ
と
も
念

頭
に
置
い
て
、
食
育
に
携
わ
っ
て
お
ら
れ
ま

す
。時

期
に
よ
っ
て
は
ち
み
つ
の
味
、
は
ち
み

つ
の
香
り
や
透
明
感
も
違
っ
て
く
る
と
い

う
特
色
も
季
節
か
ら
の
贈
り
物
と
思
い
、

そ
の
特
性
を
い
か
し
、
ご
自
分
の
畑
で
と
れ

た
、
ユ
ズ
・
シ
ョ
ウ
ガ
・
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
な

ど
を
使
い
、
は
ち
み
つ
漬
け
に
さ
れ
、
更
に

嬉
し
い
こ
と
に
現
在
は
徳
佐
の
リ
ン
ゴ
も
お

仲
間
入
り
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

ふ
る
さ
と
の
持
続
可
能
な
自
然
環
境
へ

と
繋
が
れ
ば
と
日
々
努
力
を
し
て
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
。
週
末
に
は
ご
主
人
、
お
子
様

も
作
業
に
協
力
し
て
下
さ
っ
て
い
ま
す
。

久
保
さ
ん
の
理
念
〝
自
然
の
恵
み
を
そ

の
ま
ま
あ
な
た
へ
〟
今
日
も
み
つ
ば
ち
の
も

と
へ
と
足
を
運
び
ま
す
。

巣箱の中を拝見多彩な製品とともに

若い農家さんを訪ねて若い農家さんを訪ねて

養蜂

久
保
紀
子
さ
ん

〝
こ
だ
わ
り
〟か
ら
生
ま
れ
た

　

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
ハ
ニ
ー
ベ
ジ
タ
ブ
ル
ジ
ャ
ム

私
は
２
０
２
３
年
４
月
に
阿
東
の
梨
園

を
事
業
承
継
し
て
就
農
し
ま
し
た
。
山
口

県
へ
は
２
０
２
１
年
に
香
川
県
か
ら
移
住

し
て
き
ま
し
た
。
幼
少
期
か
ら
、
兼
業
農
家

で
あ
っ
た
祖
父
母
宅
で
自
然
の
な
か
で
遊

ぶ
こ
と
が
好
き
で
し
た
。
大
人
に
な
っ
て
か

ら
は
、
農
業
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
経
験
し
た
こ

と
も
あ
り
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
を
し
な
が
ら
い

つ
か
農
業
を
仕
事
に
し
た
い
と
い
う
思
い
が

募
っ
て
い
ま
し
た
。

転
機
は
２
０
２
０
年
、
福
岡
県
在
住

だ
っ
た
現
在
の
妻
と
結
婚
す
る
こ
と
に
な

り
、
転
職
・
移
住
を
考
え
た
と
き
に
農
業
を

は
じ
め
る
な
ら
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
し
か
な
い

と
思
い
、
妻
と
話
し
合
い
、
就
農
先
を
探
し

始
め
ま
し
た
。
当
初
は
作
る
作
物
も
定
め

て
お
ら
ず
、
漠
然
と
果
樹
に
興
味
が
あ
り

ま
し
た
。
直
売
で
販
売
し
た
か
っ
た
こ
と
、

永
年
作
物
で
あ
る
果
樹
を
長
く
大
切
に
育

て
て
み
た
い
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。
た
だ
、

近
隣
の
県
も
含
め
て
探
し
て
い
く
と
、
果
樹

で
ゼ
ロ
か
ら
の
就
農
は
難
し
い
と
い
う
現
実

を
知
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
山
口

市
で
梨
園
の
事
業
承
継
の
話
に
巡
り
合
い

ま
し
た
。
長
年
大
切
に
さ
れ
て
き
た
園
を

受
け
継
ぐ
と
い
う
形
に
魅
力
を
感
じ
、
梨

園
を
承
継
す
る
こ
と
を
決
断
し
ま
し
た
。

梨
は
特
に
好
き
な
果
物
で
、
花
が
綺
麗
と

い
う
こ
と
も
惹
か
れ
た
理
由
の
ひ
と
つ
で

す
。移

住
し
て
き
て
か
ら
、
２
年
間
の
研
修

を
経
て
、
正
式
に
梨
園
を
承
継
し
「
ペ
コ
ッ

テ
フ
ァ
ー
ム
」
と
い
う
屋
号
で
経
営
を
開
始

し
ま
し
た
。
屋
号
の
「
ペ
コ
ッ
テ
」
と
は
、

梨
の
花
を
韓
国
語
で
「
ペ
コ
ッ
」
と
言
い
ま

す
。
梨
の
花
言
葉
で
あ
る
「
愛
情
」
を
忘

れ
ず
に
、
人
、
樹
、
自
然
の
全
て
に
、「
ぺ

こ
っ
」っ
て
お
辞
儀
を
す
る
よ
う
に
感
謝
を

し
て
優
し
い
農
業
を
し
て
い
き
た
い
と
い
う

思
い
を
込
め
て
い
ま
す
。

こ
の
３
年
間
、
沢
山
の
方
と
出
会
い
、
助

け
を
お
借
り
し
て
き
ま
し
た
。
移
住
や
事

業
承
継
の
決
断
も
山
口
市
や
県
の
支
援
体

制
の
お
か
げ
で
安
心
し
て
で
き
ま
し
た
。
前

園
主
の
方
や
、
所
属
す
る
長
門
峡
梨
組
合

の
方
も
研
修
期
間
中
か
ら
常
に
気
に
か
け

て
く
だ
さ
り
、
多
く
の
こ
と
を

教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
。

今
年
が
初
め
て
の
収
穫
と
な

り
不
安
も
あ
り
ま
す
が
、
こ

れ
ま
で
関
わ
っ
て
き
た
方
、
こ

れ
か
ら
出
会
う
方
へ
、
感
謝

と
い
う
形
で
梨
を
届
け
る
こ

と
が
で
き
る
と
思
う
と
楽
し

み
で
す
。

見事に咲きそろう梨園

梨農家

金
子
雅
人
さ
ん

梨
園
を
事
業
承
継

●
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問い合わせ先：農業委員会事務局/電話.083−934−2882

〇�

発
生
か
ら
３
年
経
過
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ

ル
ス
感
染
症
は
本
年
５
月
に
感
染
症
法
上
２

類
か
ら
５
類
扱
い
と
な
り
、
よ
う
や
く
行
動

制
限
が
解
か
れ
普
段
の
生
活
や
活
動
に
戻
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

〇�

今
も
幅
広
い
生
産
資
材
の
価
格
が
高
騰
し
て

い
ま
す
。

　

�

飼
料
や
肥
料
だ
け
で
な
く
、農
薬
や
農
業
フ
ィ

ル
ム
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
種
子
な
ど
も
価
格
が

上
昇
。
ま
た
燃
料
油
が
過
去
最
高
値
に
迫
る

中
、
現
行
の
補
助
金
対
策
や
コ
ス
ト
上
昇
分

の
価
格
転
嫁
な
ど
、
諸
対
策
を
求
め
る
声
が

大
き
く
な
っ
て
い
ま
す
。

〇�

農
業
委
員
会
は
各
地
域
で
農
地
利
用
の
最
適

化
と
持
続
可
能
な
経
営
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　

�

今
回
は
人
・
農
地
プ
ラ
ン
か
ら
地
域
計
画
へ

向
け
た
各
地
域
の
農
事
組
合
法
人
の
取
り
組

み
と
若
い
農
家
さ
ん
を
紹
介
し
ま
す
。

〇�

農
地
を
取
得
す
る
際
の
面
積
要
件
廃
止
の
お

知
ら
せ
。

〇�

土
地
の
相
続
に
ま
つ
わ
る
制
度
の
お
知
ら
せ
。

〇�

地
域
に
一
層
寄
り
添
う
農
業
委
員
会
と
し
て

こ
れ
か
ら
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　
　

委 

員 

長　
　
神
田　
一
夫

　
　

副
委
員
長　
　
原
田　
好
子

　
　
　
　
　
　
　
　
河
野　
康
昌　
竹
下　
明
誠

　
　
　
　
　
　
　
　
田
中　
洋
子　
山
根　
久
子

　
　
　
　
　
　
　
　
吉
冨　
崇
子�

編 

集 

後 

記

　

５
月
27
日
に
行
わ
れ
た
、
宮
中
行
事
「
新
嘗
祭
」

に
献
上
す
る
献
穀
米
の
お
田
植
式
の
様
子
で
す
。

　

山
口
市
で
は
平
成
25
年
以
来
の
10
年
ぶ
り
の
献

穀
米
栽
培
と
な
り
、
当
日
は
栽
培
者
の
平
岡
武
さ

ん
ご
夫
妻
を
は
じ
め
早
乙
女
役
以
下
関
係
者
が
お

手
植
え
し
、
豊
作
が
祈
願
さ
れ
ま
し
た
。

表
紙
写
真
に
つ
い
て

広報委員会

老後の備えは老後の備えは
国民年金＋農業者年金！国民年金＋農業者年金！

支払った保険料は

全額社会保険料控除の対象！

農業経営の状況に応じて

保険料を増額し、節税額をアップ！

運用益は非課税！
そのほか生涯を通じて様々な税制面での優遇措置がある!

※農業者年金に加入できる方の要件は以下の通りです。
・年間60日以上農業に従事している方で、
・国民年金第１号被保険者（60歳未満）又は、
　　　 国民年金の任意加入者（60歳以上65歳未満）
※詳しくは、お近くの農業委員会、又はJAへ！農業者年金基金詳しくは…

老後生活

への備えは

十分ですか？

●

山口市農業委員会だより

8


